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参考：前回(2008 年)の調査結果の概要 

ご参考までに、前回(2008年)の調査結果を掲載します。項目によっては、今回の調査と

集計方法が若干異なる部分もありますのでご注意ください。前回調査の詳細は、『弁護士の

ワークライフバランス―ジェンダー差から見たキャリア形成と家事・育児分担』

2015.明石書店をご参照ください。  

 

 

問 1a.あなたの性別はどちらですか。 

全体男女比(n=1537)            全体カテゴリ割合(n=1537) 

男性, 

43.7

女性, 

56.3

(%)

  

日弁連

男性, 

43.7 
日弁連

女性, 
37.0 

女法協, 

19.3 

(%)

 

 

b.あなたの現在の年齢と司法試験合格時の年齢はいくつですか。 

現在 

男性(n=671)                 女性(n=866)  

20代, 7.0 

30代, 

26.1 

40代, 

14.9 
50代, 

17.0 

60代以

上, 35.0 

(%)

 

20代, 
10.9

30代, 

43.2
40代, 

20.8

50代, 

12.7

60代以

上, 12.5

(%)
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司法試験合格時の年齢 

男性(n=671)                 女性(n=866)  

20代

前半, 

23.8 

20代

後半, 
46.2 

30代前

半, 18.5 

30代

後半, 7.7 

40代, 2.7 

50代, 0.1 60代以

上, 0.9 

(%)

 

20代

前半, 

30.9 

20代

後半, 

45.8 

30代

前半, 
15.7 

30代

後半, 5.4 

40代, 1.4 50代, 0.2 
60代

以上, 0.5 

(%)

 

男性女性共に約 46%が、いずれも 20代後半で合格している人が多い。1%ほどだが 60歳以

上で司法試験に合格している人もいる。 

 

問 2a.あなたが所属している高裁管内ブロックはどこにありますか。 

男性(n=671)                     女性(n=862)   

東京, 

53.4 

札幌, 4.5 
仙台, 

4.0 

名古屋, 
7.9 

大阪, 

17.0 

広島, 3.4 

福岡, 8.0 高松, 1.8 (%)

 

東京, 

60.3 

札幌, 1.3 

仙台, 2.0 

名古屋, 

7.4 

大阪, 
20.6 

広島, 1.6 
福岡, 5.8 高松, 0.9 (%)

 

男女共に東京が過半数を占める。 

 

b.あなたが仕事をしている地域はどこですか。 

         男女 

0

50

100

150

200

250
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450

男性 女性

東京

大阪・名古屋・横浜

それ以外

目盛りは度数

 

 女性の方が男性よりも東京に集中している。 
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問 3.あなたの職歴について伺います。 

(1) あなたの最初の職について 

a1.働き始めた年齢はいくつですか。 

男性(n=671)                    女性(n=866)   

20代

前半, 5.2 

20代

後半, 

45.3 

30代

前半, 

29.7 

30代

後半, 

13.4 

40代, 4.6 
50代, 0.9 60代以

上, 0.9 

(%)

 

20代

前半, 

7.6 

20代

後半, 

55.3 

30代

前半, 
25.8 

30代

後半, 

8.5 

40代, 2.3 50代, 0.2 60代以

上, 0.2 

(%)

 

 女法は 20 代が 70%強を占めており、若くから法律家として働き始めている人が多い。問

1b.より、20代で資格を取得した人が最も多いことからも当然の結果だと言える。 

 

a2.何歳まで働いていましたか。 

男性(n=671)                    女性(n=861)     

20代

後半, 

13.7 

30代

前半, 
34.1 

30代

後半, 

20.3 

40代, 
15.9 

50代, 4.8 

60代以

上, 11.2 

(%)

 

20代

前半, 0.3 
20代

後半, 

23.3 

30代

前半, 
37.4 

30代

後半, 

20.7 

40代, 

13.5 

50代, 2.9 

60代以

上, 1.8 

(%)

 

 女性は約 8割が 40歳までに初職を辞めていて、他よりも若くして初職を辞める人が多い

ことがわかる。また 20代前半が 0.3%と微弱ではあるが存在しているところが特徴的である。

男性では 20代前半のうちに初職を退職した人はいない。 
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b.勤務先・働き方はどのような形でしたか。 

男性(n=671)                  女性(n=864)  

法律事務所

（個人事務

所）, 25.5 

法律事務所

（弁護士5人

未満）, 40.2 

法律事務所

（弁護士5~10

人未満）, 13.6 

法律事務所

（弁護士

10~50人未

満）, 9.4 

法律事務所

（弁護士50人

以上）, 2.8 

企業, 
0.3 

休業・無業, 
0.0 

その他, 

8.2 

(%)

 

法律事務

所（個人

事務所）, 
15.2 

法律事務所

（弁護士5人

未満）, 34.4 

法律事務所

（弁護士5~10

人未満）, 24.5 

法律事務所

（弁護士

10~50人未

満）, 16.1 

法律事務所

（弁護士50人

以上）, 5.4 

企業, 1.3 

休業・無業, 

0.7 
その他, 2.4 (%)

 

 男性は女性より小さな事務所の割合が高く、5人未満の事務所は約 65％である。 

 

c.職種・役割はなんでしたか。 

男性(n=663)                  女性(n=855) 

勤務

弁護士, 
76.0 

経営者

弁護士, 

7.0 

その他, 

8.3 

(%)

 

勤務弁

護士, 
83.5 

経営者

弁護士, 
12.4 

その他, 
4.1 

(%)

 

 経営者弁護士の割合は女性が高く、1割を超える。 

 

d.退職経験はありますか。 

男性(n=640)                    女性(n=608) 

退職した, 

55.9 

しない, 

44.1 

(%)

 

退職した, 

50.1 
しない, 

49.9 

(%)

 

 男女共に過半数に退職経験がある。 

 

 

 

 



- 5 - 

 

e.退職理由はなんですか。 

男性(n=352)              女性(n=414)   

18.8

8.5

2.8

58.8

2.0

0.3

0

11.6

0 20 40 60 80

その他

職場に対する不満

健康上の理由

新規開業

家業を継ぐ為

介護

結婚、妊娠、育児

キャリアアップの為

(%)  

22.5

15.9

3.9

34.3

2.2

1.0

16.4

13.0

0 10 20 30 40

その他

職場に対する不満

健康上の理由

新規開業

家業を継ぐ為

介護

結婚、妊娠、育児

キャリアアップの為

(%)  

 男性は新規開業で辞める人が 58.8%と多い。結婚、育児で辞める人が 0％だったのは興味

深い。また、介護を理由に辞める人も女性に比べると半分程度であることがわかる。 

 

 (2)現在の職について 

a.働き始めた年齢はいくつですか。 

男性(n=671)               女性(n=866)  

20代前半, 1.5 

20代後半, 

21.6 

30代前半, 

27.6 30代後半, 

21.3 

40代, 15.9 

50代, 5.7 

60代以上, 6.4 (%)

 

20代前半, 3.3 

20代後半, 
28.3 

30代前半, 

31.2 

30代後半, 
18.1 

40代, 14.4 

50代, 3.5 60代以上, 1.2 (%)

 

 これは男女で顕著に差が出ている。 

 

 

b.勤務先・働き方はどのような形でしたか。 

男性(n=671)                    女性(n=866)   

法律事務所

（個人事務

所）, 44.4 

法律事務所

（弁護士5人未

満）, 29.7 

法律事務所

（弁護士5～10

人未満）, 13.9 

法律事務所

（弁護士10～

50人未満）, 
8.3 

法律事務

所（弁護士

50人以上）, 
3.7 

(%)

 

法律事務所

（個人事務

所）, 26.8 

法律事務所

（弁護士5人未

満）, 33.5 

法律事務

所（弁護士

5～10人未

満）, 19.5 

法律事務

所（弁護士

10～50人

未満）, 12.7 

法律事務所

（弁護士50人

以上）, 7.5 

(%)

 

 男性は個人事務所が 44.4%と、女性より高い。これは初職のときと同じである。 
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c.職種・役割はなんでしたか。 

男性(n=671)                      女性(n=866)   

勤務

弁護士, 32.3 

経営者

弁護士, 67.7 

(%)

 

勤務弁護士, 

47.3 
経営者

弁護士, 52.7 

(%)

 

経営者弁護士として現在働いている割合は、女性よりも男性の方が高く、67％である。 

 

問 4 あなたの現在のお仕事の就職経路 

男性（n=648）                      女性 (n=837)         

弁護士会就職

説明会, 3.9 

家族親戚の

紹介, 1.2 
大学関係者の

紹介, 4.8 

司法研修所教

官の紹介, 2.0 

仕事関係者の

紹介, 8.3 

ヘッドハンティ

ングなどの仲

介, 0.9 
直接応募, 

18.8 

三者法曹交

流, 0.5 

新規開業, 
38.6 

親業（親族業）

の継承・参加

など, 4.5 

その他, 16.5 

(%)

 

弁護士会就職

説明会, 6.8 
家族親戚

の紹介, 3.9 

大学関

係者の

紹介, 2.7 

司法研修

所教官の

紹介, 2.6 仕事関係者の

紹介, 11.0 

ヘッドハンティ

ングなどの仲

介, 1.3 

直接応募, 

26.4 

三者法曹

交流, 0.1 

新規開業, 

23.1 

親業（親族業）

の継承・参加

など, 4.2 

その他, 17.8 

(%)

 

 男性では「新規開業」が約 4 割で最も多いのに対し、女性では「直接応募」が約 3 割と

最も多くなっている。 

 

問 5 あなたの現在の顧問先（件数） 

【個人】 

男性（n=671）                 女性 (n=866)         

0件, 56.2 １～5件, 20.4 

6～10件, 2.1 

11～15件, 0.4 

16～20件, 

0.3 

21～25件, 0.1 

31件以上, 

20.4 

(%)

 

0件, 70.6 

１～5件, 14.0 

6～10件, 1.0 

11～15件, 0.3 

16～20件, 0.2 

26～30件, 0.2 

31件以上, 
13.6 

(%)

 

全体的に「0件」が過半数を占めるが、女性の方が 0 件と答えるのが高い割合を占める。 
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【中小企業】 

男性（n=671）                女性 (n=866) 

0件, 31.6 

１～5件, 29.5 

6～10件, 13.0 

11～15件, 7.5 

16～20件, 5.4 

21～25件, 1.8 

26～30件, 2.5 

31件以上, 8.8 

(%)

 

0件, 54.4 １～5件, 30.3 

6～10件, 5.8 

11～15件, 0.6 

16～20件, 1.0 

21～25件, 0.1 26～30件, 0.7 

31件以上, 7.2 

(%)

 

 男性は「0 件」と「1～5 件」が 3 割程度ずつ占める。しかし、女性は「0 件」が 54％と

多くなっている。 

 

【大企業・官公庁】 

男性（n=671）                  女性 (n=866)         

0件, 31.6 

１～5件, 29.5 

6～10件, 13.0 

11～15件, 7.5 

16～20件, 5.4 

21～25件, 1.8 

26～30件, 2.5 

31件以上, 8.8 

(%)

 

0件, 54.4 １～5件, 30.3 

6～10件, 5.8 

11～15件, 0.6 

16～20件, 1.0 

21～25件, 0.1 26～30件, 0.7 

31件以上, 7.2 

(%)

 

「0件」が最も多いが、男性では「0件」と「１～5件」が 3割ずつであり、女性は「0件」

が過半数を占める。 

 

問 6 あなたの法曹としての業務以外の公的活動について、あなたは現在、以下のような公

的活動に携わっていますか（件数）。 

 

【国の役員】 

男性（n=514）                 女性 (n=725)    

0件, 93.2 

1件, 4.7 

2件, 1.8 

3件, 0.2 5件, 0.2 
(%)

 

0件, 89.7 

1件, 7.3 

2件, 1.9 

3件, 0.7 4件, 0.3 5件, 0.1 (%)
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男女共に「0件」が約 9割を占める。 

 

【自治体の役員】 

男性（n=547）                  女性 (n=774) 

0件, 82.6 

1件, 10.2 

2件, 4.0 
3件, 1.8 

4件, 0.7 5件, 0.4 6件, 0.2 (%)

 

0件, 76.4 

1件, 10.5 

2件, 5.8 

3件, 3.2 
4件, 1.8 

5件, 1.2 

6件, 0.4 7件, 0.3 8件, 0.1 
10件, 0.3 

20件, 0.1 

 

男女共に「0件」が約 8割を占める。 

 

【公法人・民間団体の役員】 

男性（n=594）                        女性 (n=750)         

0件, 67.2 

1件, 15.5 

2件, 8.6 

3件, 4.9 

4件, 1.3 5件, 1.2 

6件, 0.7 7件, 0.2 8件, 0.2 

10件, 0.3 

(%)

 

0件, 78.1 

1件, 12.0 

2件, 5.2 

3件, 2.4 

4件, 1.1 
5件, 0.9 6件, 0.1 7件, 0.1 (%)

 

男性は「0件」が 7割弱に対し、女性は 8割近くである。 

 

 

問 7 a. あなたが法曹を選んだ理由 

男性                     女性        

6.8 

22.0 

51.5 

46.3 

4.1 

62.0 

9.1 

14.5 

19.3 

38.0 

34.1 

35.8 

12.3 

30.2 

44.0 

26.3 

38.5 

22.5 

9.9 

13.9 

33.7 

4.4 

26.9 

22.7 

23.0 

12.2 

2.6 

2.5 

30.2 

1.7 

13.6 

22.0 

12.5 

5.3 

1.9 

1.5 

19.7 

1.6 

6.4 

14.5 

0 20 40 60 80 100 

ク．仕事と家庭生活が両立できること

キ．働く日や時間の融通がきくこと

カ．世の中の為になる仕事であること

オ．自分の能力を発揮できること

エ．職場の仲間と共同で作業ができること

ウ．興味のある仕事であること

イ．収入が多いこと

ア．失業の心配がないこと

とても重要 やや重要 どちらともいえない あまり重要ではない 全く重要ではない

(%)

 

25.9 

30.5 

50.8 

48.2 

5.8 

62.8 

10.0 

21.6 

27.4 

37.7 

34.9 

38.1 

17.8 

29.9 

40.6 

29.1 

27.4 

17.5 

10.1 

11.0 

35.4 

5.7 

25.8 

19.8 

11.2 

10.0 

2.6 

1.8 

26.8 

0.8 

16.4 

17.8 

8.1 

4.3 

1.6 

0.9 

14.3 

0.8 

7.3 

11.6 

0 20 40 60 80 100 

ク．仕事と家庭生活が両立できること

キ．働く日や時間の融通がきくこと

カ．世の中の為になる仕事であること

オ．自分の能力を発揮できること

エ．職場の仲間と共同で作業ができること

ウ．興味のある仕事であること

イ．収入が多いこと

ア．失業の心配がないこと

とても重要 やや重要 どちらともいえない あまり重要ではない 全く重要ではない

(%)
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「重要」（「とても重要」＋「やや重要」）と答える割合は、全体的に「ウ.興味のある仕事

であること」、「オ.自分の能力を発揮できること」の項目で高くなっている。また、「ク.仕

事と家庭生活が両立できること」の項目は、男性よりも女性の方が高くなっている。 

 

問 7b あなたは法曹の仕事を辞めたいと思ったことがありますか。 

男性（n=618）                   女性 (n=842)       

ある, 27.4 

ない, 

72.6 

(%)

  

ある, 43.1 ない, 

56.9 

(%)

 

「ある」と答えたのは、男性が 3割以下に対し、女性の方が高い（43.1％）。 

 

問 8a. あなたの現在の専門・得意分野 （複数回答） 

男性                                    女性 

5.5

10.6

10.8

12.9

30.1

3.4

44.7

4.8

6.3

32.3

7.5

36.3

11.4

5.1

14.1

38.4

20.3

13.4

39.2

45

46.1

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

その他

全般

成年後見

少年事件

刑事

税金

不動産問題

環境・公害問題

渉外

倒産

経済法上の問題（独禁法・不正競争防止法等）

会社法上の問題（企業法務を含む）

行政関係の事件

工業所有権及び無体財産権

その他の消費者問題

クレサラ（多重債務）問題

労働・雇用・労災問題

医療事故

交通事故

相続問題

親族問題

(%)  

6.8

7.1

20.7

20.1

19.9

1.6

22.7

3.7

12.4

21.4

7.3

29.6

4.1

9.2

11.7

40.8

18.4

15.9

25.6

49.5

63.7

0 10 20 30 40 50 60 70

その他

全般

成年後見

少年事件

刑事

税金

不動産問題

環境・公害問題

渉外

倒産

経済法上の問題（独禁法・不正競争防止法等）

会社法上の問題（企業法務を含む）

行政関係の事件

工業所有権及び無体財産権

その他の消費者問題

クレサラ（多重債務）問題

労働・雇用・労災問題

医療事故

交通事故

相続問題

親族問題

(%)  

全体的に専門・得意分野で最も多いのが「親族関係」、次に「相続問題」となっている。男

性では、「不動産問題」（44.7％）が女性に比べて高くなっているのが特徴的である。 
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問 8b. 現在は行っていないが、将来希望する分野 （複数回答） 

男性                                    女性 

3.8

38.7

4.1

1.5

2.6

11.5

3.6

9.1

2.9

7.0

15.6

10.3

9.8

13.7

4.5

1.4

7.9

9.9

3.4

5.0

2.2

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

その他

全般

成年後見

少年事件

刑事

税金

不動産問題

環境・公害問題

渉外

倒産

経済法上の問題（独禁法・不正競争防止法等）

会社法上の問題（企業法務を含む）

行政関係の事件

工業所有権及び無体財産権

その他の消費者問題

クレサラ（多重債務）問題

労働・雇用・労災問題

医療事故

交通事故

相続問題

親族問題

(%)  

4.0

33.1

8.4

4.7

2.8

5.6

5.8

7.4

3.9

4.8

10.1

13.2

6.5

10.2

6.9

0.3

13.4

12.1

3.4

5.9

4.0

0 5 10 15 20 25 30 35

その他

全般

成年後見

少年事件

刑事

税金

不動産問題

環境・公害問題

渉外

倒産

経済法上の問題（独禁法・不正競争防止法等）

会社法上の問題（企業法務を含む）

行政関係の事件

工業所有権及び無体財産権

その他の消費者問題

クレサラ（多重債務）問題

労働・雇用・労災問題

医療事故

交通事故

相続問題

親族問題

(%)  

 

将来希望する分野は、「全般」が最も多い。男性では、ついで「経済法上の問題（独禁法・

不正競争防止法等）」（15.6％）、「工業所有権及び無体財産権」（13.7％）となっている。そ

れに対し、日弁連女性では「労働・雇用・労災問題」（13.4％）、「会社法上の問題（企業法

務を含む）」（13.2％）、「医療事故」（12.1％）が高く、社会問題への関心がやや強い傾向に

あることがうかがえる。 
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問 9 a.あなたの大学における専攻は何ですか。 

男性(n=685)              女性 (n=883) 

法学部

89.34 

法学部

以外

9.05 

無回答

1.61 (%)

法学部

85.39 

法学部

以外

14.38 

無回答

0.23 (%)

 

 大学における専攻は、男性、女性ともに法学部が 80%を越えているが、女性の方が男性

に比べてやや低い。女性においては法学部以外を専攻していたものが 14.38%いて、男性の

それと比べて約 1.5 倍高い。 

 

b.あなたは法曹以外に資格を持っていますか。 

男性(n=685)              女性 (n=883) 

ある

14.31 

ない

81.46 

無回答

4.23 (%)

 

ある

17.21 

ない

80.41 

無回答

2.38 
(%)

 

法曹以外の資格所有については、性別にかかわらず、法曹以外の資格がない者が約 80%

以上いる。 

 

問 10 a. あなたは結婚していますか(事実婚も含む)。 

男性(n=685)              女性 (n=883) 

はい

78.83 

いいえ

19.42 

無回答

1.75 (%)

 

はい

68.40 

いいえ

31.37 

無回答

0.23 (%)

 

 事実婚を含む結婚については、男性は約 8 割が、女性は約 7 割が結婚しており、女性の

方が結婚していない割合が大きいことが分かる。 
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問 10 b.現在の結婚は何歳の時ですか。 

男性(n=539)              女性 (n=604) 

20-29歳

48.61 
30-39歳

42.67 

40-49歳

5.01 

50-59歳

0.74 

無回答

2.97 (%)

 

20-29歳

63.41 

30-39歳

32.12 

40-49歳

1.82 

50-59歳

0.00 

無回答

2.65 (%)

 

結婚をした現在の年齢については、男性は、20 歳～29 歳の間で 48.61%が結婚している。

一方、女性は 20 歳～29 歳までで、約 63.04%が結婚している。 

 

問 10 c.あなたの配偶者の現在のお仕事を教えてください。 

男性(n=540)              女性 (n=604) 

弁護士

7.41 

裁判官 0.37 

検察官 0.19 

会社員 2.96 

無職

62.41 

その他

25.19 

無回答

1.48 (%)

 

弁護士

46.52 

裁判官

2.48 

検察官

2.48 

会社員

20.70 

無職 2.81 

その他

23.51 

無回答

1.49 (%)

 

 配偶者の就労状況をみると、男性の配偶者(妻)は無職が約 64%である。女性の配偶者(夫)

は弁護士がもっとも多く 45.02%を占めている。この結果から男性の配偶者(妻)の多くは専

業主婦であることが推測される。 

 

問 10 d.あなたの配偶者と現在、同居していますか。 

男性(n=540)              女性 (n=604) 

同居

95.56 

別居

2.59 

無回答
1.85 (%)

 

同居

89.07 

別居

8.61 

無回答

2.32 (%)

 

 配偶者の同居については、男性の同居率は約 96%で、女性に比べて同居が多く、別居が

少ない。女性も同居率が高く約 89%は同居しているが、裏を返せば女性の 11 人に 1 人は別
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居していることになる。 

 

問 11 a. あなたの事務所(勤務先)には育児休業制度がありますか。 

男性(n=685)              女性 (n=883) 

制度があり

弁護士に適

用される

9.93 

制度はある

が弁護士に

は適用され

ない 4.82 

制度はある

が弁護士に

適用される

かわからな

い 4.67 
制度は

ない

61.75 

制度がある

かどうかわ

からない

10.36 

その他 5.55 無回答 2.92 

(%)

 

制度があり

弁護士に適

用される

15.40 

制度はある

が弁護士に

は適用され

ない, 8.61 

制度はある

が弁護士に

適用される

かわからな

い 4.98 

制度は

ない

44.85 

制度がある

かどうかわ

からない

12.00 

その他

11.55 

無回答 2.60 

(%)

 

61.75%の男性は育児休業制度がないと認識しているが、女性は 44.85%が育児休業制度は

ないと認識しているようだ。 

 

問 11 b.あなたの事務所(勤務先)には、その他の育児支援策(分担金・軽減・共同受注)があ

りますか。 

男性(n=685)              女性 (n=883) 

他の支援策

がある(分担

金免除・軽

減・共同受

任など) 4.82 
制度として

はないが、

状況にあわ

せて個別対

応してくれる

33.43 

支援策も

個別対応

もない

46.57 

その他

8.61 

無回答

6.57 

(%)
 

他の支援策

がある(分担

金免除・軽

減・共同受

任など) 4.42 
制度として

はないが、

状況にあわ

せて個別対

応してくれる

50.96 

支援策も

個別対応

もない

25.14 

その他

14.04 

無回答

5.44 

(%)
 

育児支援策については、全体的に支援策が制度としてあまり充実していないようである。

しかし、状況に応じて個別に対応してもらえているようだ。特にこの点においては、女性

の方が柔軟に個別対応されているようだ(50.96%)。一方、男性の方は、支援策も個別対応

もなく(46.57%)、個別に対応してくれる比率も 33.43%と低い。 
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問 12 a.あなたにはお子さんがいますか。 

男性(n=685)              女性 (n=883) 

はい

66.28 

いいえ

31.68 

無回答

2.04 (%)

 

はい

48.70 

いいえ

49.49 

無回答

1.81 (%)

 

 子どもの有無について、男性の 3 分の 2 は子どもがいると答えている。一方、女性はほ

ぼ半々である。 

 

問 12b.あなたはお子さんを、何人お持ちですか。 

男性(n=685)              女性 (n=883) 

なし

34.16 

1人

16.06 

2人

30.22 

3人

15.62 

4人 3.94 
(%)

 

なし

51.42 
1人

20.39 

2人

20.61 

3人

6.80 

4人 0.79 
(%)

 

子どもの数については、男性では 2 人以上の子どもありが最も多く、その内訳は、子ど

も 2 人が 30.22%、子ども 3 人が 15.62%、4 人以上が 3.94%である。子どもなしの比率に

ついては、女性の 51.42％が子どもなしである。 

 

問 12 c.子育ての時、あなた以外に子どもの世話をする人はいますか(いましたか)。 

男性(n=454)            女性 (n=430)    (複数回答) 

10.13

25.55

25.33

93.17

0 20 40 60 80 100

配偶者が世話

をする(した)。

親が世話

をする(した)。

保育園・幼稚園

・学童保育等

ベビーシッター

・家政婦等 (%)

 

28.84

73.95

57.91

60.23

0 20 40 60 80 100

(%)

配偶者が世話

をする(した)。

親が世話

をする(した)。

保育園・幼稚園

・学童保育等

ベビーシッター

・家政婦等

 

 自分の子どもの世話をしている(していた)は、配偶者（妻）が最も子どもの世話をして

いると思われるのが、男性で 93.17%である。女性の配偶者(夫)もまた子どもの世話をして
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いる比率は 60.23%である。親が子どもの世話をしている(していた)は、全体的に相対的に

あまり高くない。女性の中では保育園・幼稚園・学童保育が子どもの世話をしている(して

いた)割合が最も大きく、73.95%である。ベビーシッター・家政婦等が子どもの世話をして

いる(していた)の割合をみると、女性は約 29％であるのに対し、男性は 10%ほどで 3 倍近

く異なっている。 

 

問 12d_1.子育て期における、あなたの育児の負担の割合はどの程度でしたか。   

       男性(n=454)            女性 (n=430) 

1割未満

17.18 

1割以上

5割未満

74.01 

5割以上

8割未満

4.41 

8割以上

10割未満

1.10 

10割 0.88 無回答
2.42 (%)

 

1割未満
0.47 

1割以上

5割未満
4.19 

5割以上

8割未満

39.30 
8割以上

10割未満

46.28 

10割

7.44 

無回答
2.33 (%)

 

 自分の育児負担を 1 割以上 5 割未満だと評価している男性は 74.01%である。8 割以上 10

割未満と評価している女性については、46.28%となっている。女性の方が、育児負担が多

いと評価しているようである。 

 

問 12d_2.子育て期における、配偶者の育児の負担の割合はどの程度でしたか。 

男性(n=454)            女性 (n=430) 

1割未満

0.88 
1割以上

5割未満

2.42 5割以上

8割未満

19.60 

8割以上

10割未満

63.88 

10割

11.01 

無回答

2.20 (%)

 

1割未満

12.09 

1割以上

5割未満

72.33 

5割以上

8割未満

11.40 

8割以上

10割未満

0.70 

10割 0.23 無回答

3.26 (%)

 

 

 8 割以上 10 割未満の配偶者負担と評価している男性は 63.88%である。一方、1 割以上 5

割未満の配偶者負担と評価している女性は 72.33%である。 
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問 13 あなたの男女の役割についてのお考えについて伺います。それぞれについてあなたの

考えにもっとも近い選択肢の番号をひとつ選び、○をつけて下さい。 

 

ア. 男性は外で働き、女性は家庭を守るべきである。 

男性(n=685)                  女性 (n=883) 

賛成

9.9 
どちらかと

いえば

賛成 16.9 

どちらと

もいえな

い 40.3 

どちらかと

いえば

反対 12.3 

反対 19.3 

無回答

1.3 (%)
賛成 0.1 どちらかと

いえば

賛成 3.4 
どちらとも

いえない

22.0 

どちらかと

いえば

反対17.2 

反対 56.2 

無回答

1.1 
(%)

 

「反対」と「どちらかといえば反対」を合計した反対意見をみると、男性は約 3 割が反

対意見であるのに対し、女性は約 7 割が反対意見を示した。 

 

イ. 男の子と女の子は違った育て方をすべきである。 

男性(n=685)                  女性 (n=883) 

賛成

12.6 

どちらか

といえば

賛成 25.1 どちらと

もいえな

い 33.7 

どちらか

といえば

反対 11.7 

反対

15.3 

無回答

1.6 
(%)

賛成 2.2 
どちらかと

いえば

賛成 9.3 

どちらと

もいえな

い 29.7 
どちらか

といえば

反対 17.1 

反対 40.8 

無回答

1.0 (%)

 

 男性は反対意見が約 2.5 割なのに対し、女性は約 6 割が反対意見だった。「賛成」と「ど

ちらかといえば賛成」を合計した賛成意見をみると、この意見に賛成する女性は 1 割程度

である。 

 

ウ. 家事や育児には男性より女性が向いている。 

男性(n=685)                  女性 (n=883) 

賛成 18.4 

どちらか

といえば

賛成 34.2 

どちらと

もいえな

い 31.8 

どちらか

といえば

反対 5.1 

反対

8.6 

無回答

1.9 (%)
賛成 1.9 

どちらかと

いえば

賛成 14.4 

どちらと

もいえな

い 31.3 どちらかと

いえば

反対 14.8 

反対 36.0 

無回答

1.6 (%)

 

 男性は約 5 割が賛成意見なのに対し、女性の賛成意見は 1.5 割ほどであった。対して男性
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の反対意見が約 1.5 割で、女性は 5 割が反対意見と対照的な結果がみられた。 

 

エ. 結婚はしなくてよい。 

男性(n=685)                  女性 (n=883)  

賛成 4.4 
どちらかと

いえば

賛成 5.3 

どちらと

もいえな

い 39.6 

どちらかと

いえば

反対 25.0 

反対 23.6 

無回答

2.2 (%)
賛成

11.7 
どちらかと

いえば賛

成 7.4 

どちらと

もいえな

い 49.6 

どちらかと

いえば

反対 19.1 

反対

11.3 

無回答

0.9 
(%)

 

 男性の約 5 割が反対意見で賛成は 1 割に満たないが、女性は反対意見が約 3 割で賛成が 2

割程とやや肯定的であった。全般的に「どちらともいえない」が多い。 

 

オ. 結婚したら女性は家庭を優先させる方がよい。 

男性(n=685)                  女性 (n=883) 

賛成 7.0 

どちらかと

いえば

賛成 20.4 

どちらと

もいえな

い 42.9 

どちらかと

いえば

反対 13.9 

反対

13.0 

無回答

2.8 
(%)

賛成 1.6 
どちらか

といえば

賛成 5.7 

どちらと

もいえな

い 37.0 どちらかと

いえば

反対 20.2 

反対 33.9 

無回答

1.7 (%)

 

 男性は約 2.5 割が反対意見なのに対し、女性は約 5.5 割が反対意見を示した。 

 

カ. 女性は子供ができてもずっと職業を続ける方がよい。 

男性(n=685)                  女性 (n=883) 

 

賛成 16.8 

どちらかと

いえば

賛成 23.9 

どちらと

もいえな

い 43.5 

どちらかと

いえば

反対 9.3 

反対

4.8 

無回答

1.6 (%)

賛成 40.7 

どちらかと

いえば

賛成 24.7 

どちらと

もいえな

い 29.9 

どちらかと

いえば

反対 2.3 

反対 1.2 無回答

1.2 (%)

 

 全体的に「どちらともいえない」が目立つ。男性は 4 割が賛成意見を示し、女性は約 6.5

割が賛成意見を示した。 
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キ. 女性は子供ができたら職業をやめ、大きくなったら再び職業をもつ方がよい。 

男性(n=685)                  女性 (n=883) 

賛成 5.7 

どちらかと

いえば

賛成 17.4 

どちらと

もいえな

い 46.4 

どちらかと

いえば

反対 16.8 

反対

12.0 

無回答

1.8 (%)

 

賛成 0.7 
どちらかと

いえば

賛成 3.4 

どちらと

もいえな

い 38.6 
どちらかと

いえば

反対 25.4 

反対 30.9 

無回答

1.0 (%)

 

 男性は反対が 3 割に満たないが、女性は 5.5 割が反対意見を示した。 

 

ク. 少なくとも子供が小さいうちは、女性は仕事より家庭を優先させる方がよい。 

男性(n=685)                  女性 (n=883) 

賛成 19.1 

どちらかと

いえば

賛成 36.8 

どちらと

もいえな

い 28.5 

どちらかと

いえば

反対 7.6 

反対

6.9 

無回答

1.2 (%)
賛成 6.3 

どちらかと

いえば

賛成 23.8 

どちらと

もいえな

い 36.8 

どちらかと

いえば

反対 15.1 

反対 17.2 

無回答

0.8 (%)

 

 男性は約 5.5 割が賛成意見で、女性は 3 割が賛成意見を示した。 

 

問 13をまとめると、全般的に男女差の意識の差が大きいのは家事分担に関する考え方で、

男性は女性が家事を担うべきと考える人が多いが、女性は男女で分担するべきと考える人

が多かった。ただし、子育てについては、男女差の幅が狭まり、「子供が小さいうちは、女

性は育児を優先するべきだ」という考え方については、男女の考え方の差は、家事分担に

ついての考え方の差に比べると、縮小するようだ。 
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問 14 法曹仕事に就いてから、仕事上で性によって異なった扱いを受けた経験についてうか

がいます。 

a.あなたは仕事上で、性別によって異なった扱いを経験したことがありますか。 

男性(n=685)                  女性 (n=883) 

ある

6.9 

ない 91.2 

無回答

1.9 (%)

 

ある 52.7 

ない 46.5 

無回答
0.8 (%)

 

 男性は 9 割以上が「ない」と回答したのに対し、女性は約 5 割以上が「ある」と回答した。

男性で性差別を経験したことがあると回答した人は 6.9％で、1 割にも満たないとわかった。 

 

b.あなたが性別によって異なった扱いを受けたのはどのような分野だったでしょうか。（複

数回答可） 

男性(n=685)                  女性 (n=883) 

1.8 

0.0 

0.6 

1.2 

4.1 

0 20 40 60 80 100 

その他

教育訓練

セクハラ

就職

業務・仕事

(%)

 

10.3 

1.7 

10.6 

26.5 

29.9 

0 20 40 60 80 100 

その他

教育訓練

セクハラ

就職

業務・仕事

(%)

 

男女とも、「業務・仕事（業務内容と仕事配分）」が最も多く、ついで「就職」だった。 

 

c.あなたが性によって異なった扱いを受けた相手は誰でしょうか。（複数回答可） 

男性(n=685)                  女性 (n=883) 

1.5 

0.7 

1.2 

2.0 

2.8 

0 20 40 60 80 100 

その他

同僚・部下

相手法曹関係者

上司

依頼者

(%)

 

8.4 

3.9 

17.9 

24.6 

28.4 

0 20 40 60 80 100 

その他

同僚・部下

上司

相手法曹関係者

依頼者

(%)

 

男女とも「依頼者」が最も多く、ついで女性は「相手方弁護士など法曹関係者」、男性は「上

司」の順となった。 
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 問 14 をまとめると、性差別の経験は、性差が顕著で、男性はほとんど経験がなく、女性

は半数以上が性差別を経験しているとわかった。ただし、性差別を受けた分野や、性差別

の相手は、男女で違いはなかった。 

 

問 15 ウイークデーと週末を平均した場合、以下の活動に一日何時間ずつ費やしています

か。数字を記入してください。有配偶の方は、配偶者についてもお答え下さい。① 自分

の労働時間は一日何時間ですか 
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 労働時間のパターンは、男女ともに、8～10 時間が最も多い。 

 

② 自分の家事時間は一日何時間ですか。 

男性(n=643)                  女性 (n=860) 
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 男性は 2 時間以下の時間帯に最も回答が集中し、女性は 5 時間以内に集中している。 
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③ 配偶者の労働時間は一日何時間ですか。 

男性(n=447)                  女性 (n=557)  
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 男性は配偶者の労働時間が圧倒的に 0 時間に集中しているが、女性は自分の労働時間のグ

ラフとほぼ同じ山形を描いている。男性は妻が専業主婦であることが多く、女性の場合は、

夫婦が共働きである。 

 

④ 配偶者の家事時間は一日何時間ですか。 

男性(n=455)                  女性 (n=575) 
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 男性は、妻が専業主婦であるケースと、夫婦共働きのケースがあるためか、配偶者の家事

時間に大きなばらつきがある。女性をみると、配偶者の家事時間はたいてい 2 時間以内で

あることがわかる。 

 

 問 15 をまとめると、一日の家事時間は、男女で違いがあり、女性は 5 時間以内、男性は

2 時間以内の範囲に分布しているとわかった。女性の配偶者の家事時間も、2 時間以内の範

囲に多く分布している。また、男性の場合は、配偶者が有職であるかによって異なるよう

で、15 時間以内の広い範囲に分布した。 

 

問 16  過去三年間を平均して、あなた個人、および配偶者の方（有配偶の場合）の収入（売

り上げ）と所得はいくらぐらいでしたか。臨時収入、副収入も含めてください。 

 

① 男性 グラフを見ると、男性は、自分の収入は 4000 万円以上が、所得については

500～1000 万円が最も多い。配偶者の収入・所得は、「なし」が多く 3 割を超えている。 

②  
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③ 女性 グラフを見ると、女性は、自分の収入も所得も 500～1000 万が最も多い。配

偶者の収入や所得も 500～1000 万が最も多い。「なし」はほとんどなく、多くが共働

きであるとわかる。 

 

女性 (n=883, 非該当は省略) 
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 問 16 をまとめると、男性と女性を比べると、男性の収入は 1000 万円～1500 万円に最も

多く分布しているのに対し、女性の所得は、500 万円～1000 万円に最も多く分布しており、

収入・所得に男女差があるとわかる。さらに、男性は配偶者の収入・所得が「なし」と回

答する人が多く、既婚の場合は、妻が専業主婦であるケースが多いが、女性は、配偶者の

収入・所得が「なし」と回答する人は少なく、既婚の場合は夫婦共働きであることがわか

る。 

 


